
特定適格消費者団体である消費者機構日本と東京医科大学を設置する学校法人東京醫科大学との間において
共通義務確認訴訟における請求認容判決が確定したため、同団体が簡易確定手続開始の申立てを行ったところ、
令和２年７月10日、簡易確定手続の開始決定がありました。

〇平成28年10月に施行された新しい訴訟制度（二段階型）における二段階目の手続
〇共通義務確認訴訟（一段階目の手続）において、対象消費者に対する損害賠償義務が確定済み
〇対象消費者が入学検定料等の支払を求めて本手続への参加を希望する場合、申立団体が定める
期日までに所定の手続が必要
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〇手続に参加する時点では、金銭を支払う必要はありません。
〇「消費者機構日本」以外は本手続を行うことはできません。

〇「消費者機構日本」以外で、手続を行うと称する不審な者に
はご注意ください。

※平成29・30年度医学部医学科入試
における出願者のうち女性・浪人生・
高等学校等コード51000以上の者で、
受験した年の４月30日までに２次試験
の合格判定を受けなかった者

希望者は、消費者機構
日本に問い合わせの上
10月10日（延長されまし
た）までに「授権手続」が
必要
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